
申告者氏名

※ 取組を要した費用は、控除の対象になりません。

※ 取組を行ったことを明らかにする領収書または

証明書類が必要です。

※ 薬局等ごとにまとめて記入することができます。

円 円

平成　・　令和　　6 　年度　セルフメディケーション税制の明細書
※　この控除を受ける方は、通常の医療費控除は受けられません

記 入 例
税務　太郎

（2）発行者名 株式会社　★★★★

1 申告する方の健康の保持・増進および疾病の予防への取組

（1）取組内容
　□ 健康診査　　　□ 予防接種　　　□ 定期健康診断
　□ がん検診　　　□ 特定健康診査

２ 特定一般用医薬品等購入費の明細

(1)薬局等の支払先の名称 (2)医薬品の名称 (3)支払った金額
　(4)(3)のうち保険金等で
　　　補てんされる金額

かつしか××薬局 　風邪薬、湿布
○○ドラッグ 　△△△△、□□□□、 20,500 円 500 円

1,000 円 円

〃 　×××××× 円 円

21,500 円 500 円

２（表面）と２（裏面）
合　　計

２（表面）の合計

¥21,500 ¥500

円 円114

同居・別居

個人番号

所得の種類

障害の程度

収入金額

生 年 月 日

明・大
昭・平
令

円

円

国 民 年 金 保 険 料 の 計

215

介 護 医 療 保 険 料 の 計

213

氏名

⑯

地 震 保 険 料 控 除
（ 証 明 書 添 付 ）

新 個 人 年 金 保 険 料 の 計

円214

介 護 保 険 料 の 計

115

旧 個 人 年 金 保 険 料 の 計

円117

⑮
生 命 保 険 料
控 除
（証明書添付）

円

円118

旧 長 期 損 害 保 険 料 の 計

㉗
医 療 費 控 除
（明細書添付）

支 払 っ た 医 療 費 保険金等で補てんされる金額

円

旧 生 命 保 険 料 の 計新 生 命 保 険 料 の 計

⑬
社 会 保 険 料
控 除

共 済 ( 旧 第 二 種 を 除 く） 、心 身 障 害者 扶養
共 済 、 確 定 拠 出 年 金 の 掛 金 の 合 計 額

国 民 健 康 保 険 料 等 の 計

円

⑱  □　寡婦控除

　□　死別　□　生死不明
　□　離婚　□　未帰還
事由発生年月　　　年　　　月

総 合 譲 渡 ・ 一 時 ⑪

合 計
（ ㉕ ＋ ㉖ ＋ ㉗ ）

㉓

社 会 保 険 料 控 除

基 礎 控 除

小 規 模 企 業 共 済 等

掛 金 控 除

㉒配 偶 者 の 氏 名

生 命 保 険 料 控 除

地 震 保 険 料 控 除

⑲
⑳

⑰
⑱

⑯

級
度

同居・別居の

区分

円

勤 労 学 生 、
障 害 者 控 除

級
度

障害の程度 配 偶 者 控 除

㉗

⑭

⑮

㉕

㉖

⑬ か ら ㉔ ま で の計

氏名 ひとり親・ 寡婦控除

扶 養 控 除

円

雑 損 控 除所得の有無

有・無

㉑

⑳
障 害 者 控 除
(証明 書添 付)

⑰ ～ ⑲
ひとり親・寡婦
勤労学生控除

㉑ ～ ㉒
配 偶 者 控 除

・
配 偶 者 特 別
控 除

・
同 一 生 計
配 偶 者

□

㉔

合計（⑦＋⑧＋⑨） ⑩

４
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）

合計所得金額

⑥給 与

地 震 保 険 料 の 計

業 務

配 当 ⑤

⑧

公 的 年 金 等

事
業

そ の 他

利 子

２
所
得
金
額

不 動 産

長 期 サ

農 業
円円

⑭小規模企業共済等掛

金 控 除
（ 証 明 書 添 付 ）

ケ

配 当

コ短 期

ウ

事
業

営 業 等

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 の 計

損 害 を 受 け た 資 産 の 種 類

損 害 金 額

イ

個人番号

㉖
雑 損 控 除
（証明書添付）

損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

エ

不 動 産

氏 名

明・大・昭・平・令

円

農 業
保 険 金 等 で
補 て ん さ れ る 金 額

現 在 の
住 所

１月１日と同じ方は記入不要

宛名 番 号

業種又
は職業

1 月 1 日 現 在
の 住 所

電話番号

配 偶 者 特 別 控 除

ア

職
員
記
入
欄

拒 忘 不

亡 身

オ

㉘

キ

シ

③

⑬

⑦

合 計 ⑫

④

⑨
雑

②

一 時

雑

総

合
譲

渡

公 的 年 金 等

フ リ ガ ナ 生 年 月 日

そ の 他 の 計

円

円 円

差 引 損 害 金 額 の う ち

災 害 関 連 支 出 の 金 額

1
収
入
金
額
等

円

合               計

円 円

世帯主との続柄世帯主の氏名

給 与 カ

利 子

医 療 費 控 除 区分

そ の 他

ク業 務

営 業 等 ①

３ 所得から差し引かれる金額に関する事項

葛飾区長あて 年 月 日提出

こ
こ

か
ら
右
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い

□ 勤労学生控除

特別区民税・都民税申告書

⑲

（学校名） （証明書添付）

・ ・

（ 証明 書 等 添付 ）

⑰
□

ひとり親
控 除

・ ・

医薬品の名称が枠内に記入しきれない

場合、 このように次の段に記入し、カ

ッコで括って ください。

同じ薬局で複数の医薬品を購入した場合、医

薬品名を並べて記入するとともに、購入金額

を記入します。

裏面に重要なお知らせがありますのでご確認ください。

特別区民税・都民税申告書 左側の

「３ 所得から差し引かれる金額に関する事項」の

「㉗ 医療費控除」にそれぞれの金額を転記してく

ださい。

特別区民税・都民税申告書 右側の

「４ 所得から差し引かれる金額」の ㉗ 医療費控

除の区分に「１」と必ず記入してください。

※区分「１」はセルフメディケーション税制によ

る医療費控除の特例

✔

21,500 500

1



適用を受ける年度の前年中の購入費等を記入します。
　(1) 薬局等の支払先の名称
        医薬品を購入した薬局などの支払先の名称を記入します。
        領収書が複数ある場合、支払先ごとにまとめて記入します。
　(2) 医薬品の名称
        購入した医薬品の名称を記入します。
        複数の医薬品を購入した場合、名称を並べて記入します。
　(3) 支払った金額
        医薬品の購入金額を記入します。
        複数の医薬品を購入した場合、購入金額の合計を記入します。
　(4) (3)のうち保険金等で補てんされる金額
        保険金や給付金がある場合、その金額を記入します。

※ この明細書は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受ける場合に使用します。この
　 控除を受ける方は通常の医療費控除を受けることはできませんので、ご注意ください。
※ 健康の維持・増進および疾病の予防として一定の取組を行う方が、自己または自己と生計を一にする配偶者、
   その他の親族に係る特定一般用医薬品（スイッチOTC 医薬品）の購入費を支払った場合、通常の医療費控除
   との選択によりセルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。

セルフメディケーション税制の明細の記載要領

　(1) 取組内容
        取組を行ったことを明らかにする書類を確認し、該当する取り組み内容をチェックします。
　(2) 発行者名
        取組を行ったことを明らかにする書類の発行者の名称を記入します。
　　※令和４年度（令和３年分）以降分の申告については取組を行ったことを明らかにする書類の提出は不要です
　　　が、ご自宅等で５年間保管してください。令和３年度（令和２年分）以前分の申告については提出してくだ
　　　さい。

1 申告する方の健康の維持・増進および疾病の予防への取組

＜適用を受ける年度の前年において一定の取組を行ったことを明らかにする書類＞
       ① 氏名　② 取組を行った年　③ 事業を行った保険者、事業者もしくは区市町村の名称または取組に係る診
       察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。
       次の１～５の取組が対象です（いずれかひとつでも行っていれば対象となります）。

　※ 取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗りまたは切り抜き等をした写しで差し支えあり
       ません。
　※ 上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の
       交付を受ける必要があります。

2 特定一般用医薬品等購入費の明細

制度の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

重 要 な お 知 ら せ

1 予防接種（例）インフルエンザの予防接種 → 領収書または予防接種済証

2 区市町村が健康増進事業として実施するがん検診 → 領収書または結果通知表

3 定期健康診断（例）勤務先が実施する健康診断等 → 結果通知表

4 特定健康診査（メタボ健診） → 領収書または結果通知表

（「特定健康診査」という名称または「保険者名（ご加入の健保組合等の名称）」が記載されている必要があります。）

5 保険者（健康保険組合、区市町村等）が実施する健康診査（例）人間ドック等 → 領収書または結果通知表

（「勤務先（会社等）名称」、「保険者名（ご加入の健保組合等の名称）」が記載されている必要があります。）

令和3年度（令和２年分）から、医療費の領収書の添付・提示では医療費控

除の適用を受けることができません。適用を受ける場合は、必ず「医療費控除

の明細書」を記入したうえでご提出ください（領収書はご自宅等で５年間保管

してください）。


